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示

生
活
保
護
法
の
規
定
に
基
づ
く
施
術
機
関
の
廃
止
の
届
出
（
厚
政
課
）
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生
活
保
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規
定
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づ
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の
指
定
（
厚
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指
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施
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要
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整
備
課
）

一

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

道
路
の
位
置
の
指
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築
指
導
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○
公
告

特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
（
県
民
生
活
課
）
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特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
（
県
民
生
活
課
）

三
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…

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
商
政
課
）
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…

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
（
商
政
課
）

四
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取
（
二
件
）
（
商
政
課
）

四
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公
共
測
量
の
実
施
（
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理
課
）
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○
公
安
委
告
示

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
第
五
条
の
三
第
一
項
の
講
習
会
の
開
催

五
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告

示

山
口
県
告
示
第
三
百
五
十
七
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同

法
第
五
十
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
、
指
定
を
受
け
た
施
術
機
関
か
ら
次
の
と
お
り
施
術
所
を
廃
止
し
た

旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

施
術
者
の

氏
名

施

術

所

廃
止
年
月
日

名

称

所

在

地

鉄
井

宏
史

下
松
中
央
整
骨
院

下
松
市
西
柳
二
丁
目
二
番
三
〇
号

平
成
二
八
、

八
、

八

山
口
県
告
示
第
三
百
五
十
八
号

生
活
保
護
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
百
四
十
四
号
）
第
五
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
医
療

扶
助
の
た
め
の
施
術
を
担
当
さ
せ
る
機
関
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

施

術

者

指
定
年
月
日

氏

名

住

所

久
前

秀
一

周
南
市
大
字
徳
山
五
五
一
〇
の
七

平
成
二
八
、

八
、

九

山
口
県
告
示
第
三
百
五
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
三
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
保

安
林
の
指
定
施
業
要
件
を
次
の
よ
う
に
変
更
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所
及
び
保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

保
安
林
の
指
定
を
す
る
件
（
平
成
二
年
農
林
水
産
省
告
示
第
千
三
百
五
十
号
（
一
に
係
る
も
の
に

限
る
。
）
）
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

二

変
更
に
係
る
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

変
更
し
な
い
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
及
び
樹
種
を
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
長
門

市
経
済
観
光
部
農
林
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）
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一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

美
祢
市
於
福
町
上
字
柳
ケ
坪
七
九
九
か
ら
八
〇
五
ま
で
、
八
〇
五
第
一
、
八
〇
六
か
ら
八
一
五
ま

で
、
八
一
五
の
一
か
ら
八
一
五
の
五
ま
で
、
八
一
五
の
七
、
八
一
五
の
八
、
八
一
五
の
一
四
、
八
一

五
の
一
八
か
ら
八
一
五
の
二
〇
ま
で
、
八
一
五
の
三
二
、
八
一
五
の
三
三
、
八
一
六
か
ら
八
一
九
ま

で
、
八
二
三
、
八
二
四
、
八
二
六
か
ら
八
三
一
ま
で
、
三
六
六
五
、
三
六
七
五
、
三
六
九
五

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

水
源
の
涵か

ん

養

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

⚒

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
美
祢
市
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準

伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚓

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
美
祢

市
建
設
経
済
部
農
林
課
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

一

指
定
施
業
要
件
の
変
更
に
係
る
保
安
林
の
所
在
場
所

下
関
市
菊
川
町
大
字
下
保
木
字
柳
谷
悪
水
ケ
浴
三
三
〇
、
三
四
三
、
字
柳
谷
三
四
一
、
三
五
五
、

三
五
八
、
五
七
九
か
ら
五
八
五
ま
で
、
字
柳
谷
新
八
ケ
浴
三
四
八
、
字
柳
谷
新
八

三
五
一
、
字
柳

谷
西
三
五
二
、
三
五
二
の
一
か
ら
三
五
二
の
三
ま
で
、
字
柳
谷
東
三
五
三
の
一
か
ら
三
五
三
の
三
ま

で
、
豊
浦
町
大
字
川
棚
字
一
の
瀬
七
二
七
の
一
、
七
二
七
の
二
、
七
三
七
、
七
三
八
、
字
鳶
ケ
浴
七

二
七
の
四
、
七
二
七
の
八
、
字
山
下
七
四
八
、
七
五
三
、
七
五
六
、
字
山
田
七
八
七
の
一
、
七
八
七

の
二
、
字
深
液
七
九
〇
の
三
、
七
九
〇
の
四
、
七
九
〇
の
八

長
門
市
西
深
川
字
柏
ノ
木
八
九
、
九
〇
の
一
、
深
川
湯
本
字
岩
ケ
河
内
一
三
九
か
ら
一
四
一
ま
で

二

保
安
林
と
し
て
指
定
さ
れ
た
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

変
更
後
の
指
定
施
業
要
件

㈠

立
木
の
伐
採
の
方
法

⚑

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

⚒

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
に
係
る
市

町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

⚓

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

㈡

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
、
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（
「
次
の
と
お
り
」
は
、
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
山
口
県
農
林
水
産
部
森
林
整
備
課
及
び
関
係

市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。
）

山
口
県
告
示
第
三
百
六
十
号

建
築
基
準
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
一
号
）
第
四
十
二
条
第
一
項
第
五
号
に
規
定
す
る
道
路

の
位
置
を
次
の
と
お
り
指
定
し
た
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
柳
井
土
木
建
築
事
務
所
に
備
え
付
け
て
縦
覧
に
供
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

地

名

及

び

番

地

幅

員

(メ
ー
ト
ル
)

延

長

(メ
ー
ト
ル
)

指
定
年
月
日

熊
毛
郡
平
生
町
大
字
大
野
南
字
東
総
行
六
三
の
九

四
・
一
～六
・
一

五
〇
・
九
平
成
二
八
、

一
〇
、
二
四

公

告

（
四
四
四
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
設
立
の
認
証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た
。

同
項
第
一
号
、
第
二
号
イ
、
第
五
号
、
第
七
号
及
び
第
八
号
に
掲
げ
る
書
類
は
、
平
成
二
十
八
年
十

二
月
十
二
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活
課
及
び
山
口
県
萩
県
民
局
に
お
い
て
公
衆
の

縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
月
十
二
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

二
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名

称

萩
明
倫
学
舎

代
表
者
の
氏
名

髙
木

正
熙

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

萩
市
大
字
江
向
六
〇
二
番
地

三

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的

行
政
と
協
働
し
て
「
萩
・
明
倫
学
舎
」
の
運
営
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、
市
民
参
加
に
よ
る
観
光
を

基
軸
と
し
た
ま
ち
づ
く
り
に
寄
与
す
る
こ
と
。

（
四
四
五
）
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
二
十
五
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
定
款
の
変
更
の
認
証
の
申
請
が
あ
り
ま
し
た
。

変
更
後
の
定
款
並
び
に
当
該
定
款
の
変
更
の
日
の
属
す
る
事
業
年
度
及
び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画

書
及
び
活
動
予
算
書
は
、
平
成
二
十
八
年
十
二
月
十
三
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
環
境
生
活
部
県
民
生
活

課
及
び
山
口
県
下
関
県
民
局
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
月
十
三
日

二

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称
、
代
表
者
の
氏
名
及
び
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

名

称

特
定
非
営
利
活
動
法
人
ぴ
ー
す
く
え
あ

代
表
者
の
氏
名

櫻
井

義
隆

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地

下
関
市
菊
川
町
大
字
上
田
部
七
八
七
番
地
の
一
四

（
四
四
六
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

当
該
届
出
及
び
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
は
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
八
日

か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
八
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働
部
商
政
課
及
び
宇
部
市
産
業
振
興
部
商

工
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

（
仮
称
）
ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
東
岐
波
店

所
在
地

宇
部
市
大
字
東
岐
波
二
一
八
二
の
一

二

大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

株
式
会
社
九
州
リ
ー
ス
サ
ー

ビ
ス

福
岡
市
博
多
区
博
多
駅
前
四
丁
目
三
番
一
八
号

古
賀

恭
介

三

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
氏
名
又
は
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏

名
氏
名
又
は
名
称

住

所

代
表
者
の
氏
名

ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
株
式
会
社

佐
賀
市
高
木
瀬
町
大
字
長
瀬
九
三
〇

貞
方

宏
司

四

大
規
模
小
売
店
舗
の
新
設
を
す
る
日

平
成
二
十
九
年
六
月
二
十
六
日

五

大
規
模
小
売
店
舗
内
の
店
舗
面
積
の
合
計

一
、
七
三
四
平
方
メ
ー
ト
ル

六

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
配
置
に
関
す
る
事
項

㈠

駐
車
場
の
収
容
台
数

一
〇
〇
台

㈡

駐
輪
場
の
収
容
台
数

二
六
台

㈢

荷
さ
ば
き
施
設
の
面
積

九
六
平
方
メ
ー
ト
ル

㈣

廃
棄
物
等
の
保
管
施
設
の
容
量

三
四
立
方
メ
ー
ト
ル

七

大
規
模
小
売
店
舗
の
施
設
の
運
営
方
法
に
関
す
る
事
項

㈠

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻

氏

名

又

は

名

称

開
店
時
刻

閉
店
時
刻

ダ
イ
レ
ッ
ク
ス
株
式
会
社

午
前
九
時

午
後
一
〇
時

㈡

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
八
時
三
十
分
か
ら
午
後
十
時
三
十
分
ま
で

㈢

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数

二
箇
所

㈣

荷
さ
ば
き
施
設
に
お
い
て
荷
さ
ば
き
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯

午
前
零
時
か
ら
午
後
十
二
時
ま
で

二
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八

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
五
日

（
四
四
七
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の

と
お
り
大
規
模
小
売
店
舗
に
関
す
る
届
出
に
係
る
事
項
の
変
更
の
届
出
が
あ
り
ま
し
た
。

当
該
届
出
及
び
経
済
産
業
省
令
で
定
め
る
事
項
を
記
載
し
た
書
類
は
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
八
日

か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
八
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働
部
商
政
課
及
び
周
南
市
経
済
産
業
部
商

工
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

（
仮
称
）
イ
オ
ン
タ
ウ
ン
周
南
久
米
Ｃ
区
画

所
在
地

周
南
市
周
南
都
市
計
画
事
業
久
米
中
央
土
地
区
画
整
理
事
業
地
内
三
七
街
区
一
号

二

届
出
者
の
名
称
及
び
住
所
並
び
に
代
表
者
の
氏
名

名

称

住

所

代
表
者
の
氏
名

イ
オ
ン
タ
ウ
ン
株
式
会
社

千
葉
市
美
浜
区
中
瀬
一
丁
目
五
の
一

大
門

淳

三

変
更
に
係
る
事
項

駐
輪
場
の
位
置

四

届
出
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
月
二
十
五
日

五

変
更
年
月
日

平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
三
日

（
四
四
八
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

二
十
八
年
六
月
十
四
日
山
口
県
公
告
（
二
四
六
）
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り
下

関
市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

当
該
意
見
は
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
八
日
か
ら
同
年
十
二
月
八
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働

部
商
政
課
及
び
下
関
市
産
業
振
興
部
産
業
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

ク
ス
リ
岩
崎
チ
ェ
ー
ン
下
関
菊
川
店

所
在
地

下
関
市
菊
川
町
大
字
上
岡
枝
七
六
一
の
一

二

意
見
の
概
要

騒
音
の
発
生
に
係
る
事
項
に
つ
い
て
配
慮
を
求
め
る
。

（
四
四
九
）
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
意
見
の
聴
取

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

二
十
八
年
六
月
二
十
四
日
山
口
県
公
告
（
二
六
〇
）
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
に
つ
い
て
次
の
と
お
り

周
南
市
か
ら
意
見
を
聴
き
ま
し
た
。

当
該
意
見
は
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
八
日
か
ら
同
年
十
二
月
八
日
ま
で
の
間
、
山
口
県
商
工
労
働

部
商
政
課
及
び
周
南
市
経
済
産
業
部
商
工
振
興
課
に
お
い
て
公
衆
の
縦
覧
に
供
し
ま
す
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名

称

マ
ッ
ク
ス
バ
リ
ュ
徳
山
東
店

所
在
地

周
南
市
大
字
久
米
三
〇
九
五
の
四

二

意
見
の
概
要

交
通
に
係
る
事
項
、
騒
音
の
発
生
に
係
る
事
項
等
に
つ
い
て
配
慮
を
求
め
る
。

（
四
五
〇
）
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
防
府
市
長
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知
が
あ
り
ま
し

た
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
八
日

山
口
県
知
事

村

岡

嗣

政

一

作
業
の
種
類

公
共
測
量
（
道
路
台
帳
図
デ
ー
タ
作
成
）

四
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二

作
業
の
地
域

防
府
市

三

作
業
の
期
間

平
成
二
十
八
年
九
月
二
十
一
日
か
ら
平
成
二
十
九
年
三
月
十
五
日
ま
で

公
安
委
員
会

山
口
県
公
安
委
員
会
告
示
第
六
十
号

銃
砲
刀
剣
類
所
持
等
取
締
法
（
昭
和
三
十
三
年
法
律
第
六
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の

三
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
講
習
会
を
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

平
成
二
十
八
年
十
一
月
八
日

山
口
県
公
安
委
員
会

一

講
習
会
の
受
講
対
象
者

㈠

初
心
者
講
習
会

法
第
四
条
第
一
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
許
可
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

㈡

経
験
者
講
習
会

法
第
七
条
の
三
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
許
可
の
更
新
を
受
け
よ
う
と
す
る
者

二

講
習
会
開
催
の
日
時
及
び
場
所

㈠

初
心
者
講
習
会

開

催

の

日

時

開

催

の

場

所

平
成
二
九
、

二
、
一
六

午
前
九
時
三
〇
分

〃

四
、
一
三

〃

〃

六
、
一
一

〃

〃

八
、
一
七

〃

〃

一
〇
、
一
五

〃

〃

一
二
、
一
四

〃

山
口
県
警
察
本
部

㈡

経
験
者
講
習
会

開

催

の

日

時

開

催

の

場

所

平
成
二
九
、

四
、

六

午
後
一
時

〃

六
、

一

〃

〃

八
、

三

〃

〃

一
〇
、

五

〃

〃

一
二
、

七

〃

山
口
県
岩
国
警
察
署
岩
国
西
幹
部
交
番

平
成
二
九
、

一
、
一
九

午
後
一
時

〃

二
、
二
三

〃

〃

三
、
〃

〃

〃

四
、
二
七

〃

〃

五
、
一
八

〃

〃

六
、
二
二

〃

〃

七
、
二
〇

〃

〃

八
、
二
四

〃

〃

九
、
二
一

〃

〃

一
〇
、
二
六

〃

〃

一
一
、
一
六

〃

〃

一
二
、
二
一

〃

山
口
県
警
察
本
部

平
成
二
九
、

三
、

七

午
後
一
時

〃

五
、

九

〃

〃

七
、

四

〃

〃

九
、

五

〃

〃

一
一
、

七

〃

山
口
県
山
陽
小
野
田
警
察
署
厚
狭
幹
部
交
番

四
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平
成
二
十
八
年
十
一
月
八
日
印
刷

発
行
所

山

口

県

庁

平
成
二
十
八
年
十
一
月
八
日
発
行

発
行
人

山
口
県
知
事


